
税源移譲にともなう税率変更（税負担は変わりません）

６月から住民税が変わりました６月から住民税が変わりました

※今回の税源移譲の前後で、所得税と住民税を合わせた納税額は、所得税が減額された分、住民税が増

額されるため基本的には変わりません。また、税源移譲の詳細につきましては、「広報筑西ピープル№

43 号（平成 19 年１月号）」または市ホームページをご覧ください。

定率減税の廃止

住民税における老年者非課税措置の廃止

所得割・均等割とも３分の１を課税 所得割・均等割とも３分の２を課税

※平成 20 年度からは所得割・均等割が通常の課税になります。

平成19年度から平成18年度まで

（課税所得）（課税所得）

０円
200万円

700万円

０円




